
〒

県

電話番号

Ｅメール

担当者

20 人 10 人） 20 人 10 人）

就業場所

職　　種

年　　齢 （省令 1 号 ）

求人数 人

必要な資格

給　与Ａ 月給 日給 時給 年俸 その他 （ ） 円～ 円

円

円

円

毎月の賃金Ａ＋Ｂ 円～ 円

通勤手当 ・ ）

その他の手当

賞与（ 有 ・ 無 ) 年 2 回 計

月平均労働日数 日 あり

雇用期間 ） 有り

雇用形態

勤務時間

休憩時間 120 分

休日 日 20 時間

可 ・ 不可 有 無 ） 有 無 ）

雇用 労災 健康 厚生 財形

なし

あり　（64歳以下）　　定年を上限（定年65歳）

定年制　あり（一律65歳）

（注）該当する項目は○で囲ってください
受理日 2022年5月19日 受理番号 2022-2-002

紹介期限 2024年4月30日 職業分類 12-073

選 考

選考方法 　書類選考　　筆記試験　　面接（予定1回）

面接場所 〒014-0206　秋田県大仙市長戸呂字ハサバ長根1番5　（勤務場所）

応募書類 　履歴書（写真付）　　職務経歴書　　ジョブ・カード　　紹介状　　（事業所所在地へ郵送）

採否決定 　面接後7日以内　　　　通知方法　郵送　　　 電話　 （応募書類は選考後返却）

住　　宅 特になし 労働組合

勤務条件の補足事項
・6ヶ月経過後の年次有給休暇日数　10日　　・就業規則あり
※転勤の可能性なし
＊第2・第4・第5土曜日休み　＊年末年始　　　※その他勤務表による

あり

マイカー通勤 （駐車場 （自己負担

　加入保険等 厚生年金基金 退職金共済 未加入 退職金制度　あり

取得実績 介護休業 あり 産前・産後休業 あり 育児休業

合計

日　祝日　その他　　　　週休二日制　 その他　　 年間休日 100 時間外月平均

定めなし その他　（ 試用期間 3ヶ月　（労働条件同じ）

正社員　

8時30分～17時30分

実費支給　（上限月額10,000円） その他　　（

精勤手当：　3,000円/月　　家族手当：2,000円～3,000円

（前年度実績） 金額　　100,000円～300,000円

22 昇給(前年度実績） 1月あたり　2,000円～30,000円

手当

140,000 250,000 

手当

手当

普通自動車免許　必須 再雇用制度　あり　　上限75歳まで　 勤務延長　なし　

求人内容の
補足事項

県外からのAターン者には、当社が認める入社準備金（敷金礼金、引っ越し費用、家財道具の購入費
用等）を上限30万円（税抜）で支給する。

勤
務
条
件

140,000 250,000

毎月定期的
に支払われる

手当Ｂ

1 学歴（履修科目） 　不問

必要な経験 　不問

求
人
内
容

事業所所在地と同じ

花火職人
※派遣の場合は（派）、請負の場合は（請）を
職種名の先に表示ください。

職務内容

＊本社工場にて、花火の製造業務を担当していただきます。仕事は細かい作業がメインとなります。
※花火が好きな方・手元が器用な方、大歓迎です。

隈元　信義

ホームページ https://www.hibikiya.co.jp

事業内容・会社の特徴

・観賞用花火、信号用花火の製造、卸し、販売。　・花火大会、各種イベント花火の企画、演出、打揚
げ。　・室内、屋外用舞台特殊効果の企画、演出、打揚げ。
※中国等外国製花火玉が輸入されている中、国産花火玉の安全性、安心感から卸し、販売、打揚げ
で成長を続けている。卸し部分の割合が5割以上を占め、フルシーズンの製造と卸しが拡大の途にあ
る。

従業員数 当勤務事業所 （内女性 企業全体 （内女性

代表者名 代表取締役　　齋藤　健太郎

連 絡 先

0187-63-2848 ＦＡＸ番号 0187-63-2898

info@hibikiya.co.jp

部署 総務部 氏名

所在地
014-0206

秋田 大仙市 長戸呂字ハサバ長根1番5

様式第１号（第８条関係） 求　　　人　　　票
ﾌﾘｶﾞﾅ ヒビキヤオオマガリエンカカブシキガイシャ

 事業所名 響屋大曲煙火　株式会社
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大仙市移住促進無料職業紹介所

例外事由

　　　　　　１号

　　　　　　２号

３号のイ

３号のロ

３号のハ

３号のニ

芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合

６０歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施策を活用しようとする場合に限る）の
対象となる者に限定して募集・採用する場合

【大仙市移住促進無料職業紹介所からのお知らせ】

求人票は雇用契約書ではありません。採用に際しては必ず 『労働契約書』 を交わし賃金等の条件面の確認をしてく
ださい。（労働基準法第15条1項）

　　募集・採用の際に年齢制限をする場合は、次のいずれかの例外事由に該当することが必要です。

　　求人票で、年齢制限をされた場合は、次の「例外事由」の該当する箇所に丸印をつけてください。

定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用す
る場合

労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合

長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用
する場合

技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、
かつ期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

裏面へ
求人票裏面

事業所様記入欄 事業所名 響屋大曲煙火　株式会社

年齢制限について


